
市資産活用課から「公の施設における使用料等の算定に係る基本方針」の策定について報告

がありました。

報告の中では、施設が提供するサービスの性質により、施設利用者の負担割合を設定するこ

とで、税負担との均衡を図っていくことや、令和8年4月に使用料等を見直す施設について説明

がありました。

使用料等を見直す施設として、北諏訪区ではくるみ家族園が該当するため、市福祉課から条

例で定める浴場の利用料金の上限額の変更案について説明がありました。

詳しくは右記から第3回、第4回の地域協議会

会議録および会議資料をご覧ください。
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【項 目】
▶地域協議会からの報告
・振興会と意見交換するテーマを検討しました。
・公の施設の使用料等の見直しについて報告がありました。

▶地域の活動紹介
・まつりっちin北諏訪が開催されました。

・振興会と意見交換するテーマを設定しました。
当協議会では、北諏訪区の課題解決のために協議する議題の検討にあたり、地域で活動す

る団体の視点も取り入れようと、広く地域で活動している北諏訪まちづくり協議会と意見交

換を行うこととし、5つのテーマを設定しました。

■地域協議会からの報告 ～会議の内容について報告します～

上越市ホームページ＞組織で探す＞
北部まちづくりセンター＞
地域協議会の活動状況（北諏訪区）

活動の詳細はホームページをご覧ください。

パソコンからアクセス

・公の施設の使用料等の見直しについて報告がありました。

区分 現行 変更案

一般 420円 600円

小・中学生 210円 300円

次のまちづくり人材の取り込み

イベント等への外国人の参加 災害時の避難行動要支援者への避難支援

高齢者の移動手段

地区運動会などの地区や年代を超えた交流の機会

【変更案（一部）】



【北諏訪区地域協議会事務局】

上越市地域政策課

北部まちづくりセンター

上越市中央 1丁目 1 6番 1号
（レインボーセンター2階）
0 2 5 - 5 3 1 - 1 3 3 7
0 2 5 - 5 3 1 - 1 3 3 8
hokubu-machi@city.joetsu.lg.jp

所在地：

電 話 ：
F A X：
E-ma i l：

地域協議会の会議は、どなたでも傍聴で

きます。お気軽に傍聴にお越しください。

会議の日程や過去の会議録、資料などは市

のホームページで確認でき、北部まちづく

りセンター、北諏訪地区公民館でも供覧し

ています。

█ 地域協議会を傍聴してみませんか？

パソコンからアクセス

上越市ホームページ＞
組織で探す＞
北部まちづくりセンター＞
地域協議会の活動状況（北諏訪区）

詳しくはこちらから スマホで読み取り

▲地域協議会の活動状況
（北諏訪区）

地域の活動紹介 ～地域独自の予算事業を活用した取組のご紹介～

・まつりっちin北諏訪が開催されました。

北諏訪まちづくり振興会が地域独自の予算事業を活用し、

北諏訪小学校を会場にまつりっちin北諏訪を10月18日に開

催しました。

体育館内では、チア

ダンスやジャズの演奏

が会場を盛り上げたほ

か、ラーメンやクレー

プ、焼き鳥などの食べ

物の屋台や、射的や空

き缶釣りなどに、は

しゃぐ子どもたちの姿

がそこかしこでみられ、

▲空き缶釣りを楽しむ子どもたち

屋外では、住民の協力で作り上げた色とりどりの牛乳パッ

クランタンが来場者の目を楽しませていました。

今回で29回目となり、すっかり恒例行事となったこのお

祭りは、終始多くの来場者で賑わい、区内をランタンと

人々の楽しむ声で明るく彩っていました。

▲会場いっぱいの来場者

▲屋外を彩る色とりどりの
牛乳パックランタン


